
証券コード：3386

第43回 定時株主総会

招集ご通知
＊本年度は、昨年度と「会場」及び「開始時刻」が異なります。
　ご注意のほどよろしくお願い申しあげます。

日時 目次

招集ご通知　………………………………………… １

株主総会参考書類　………………………………… ５

事業報告　……………………………………………13

連結計算書類　………………………………………35

計算書類　……………………………………………37

監査報告　……………………………………………39

議決権行使について
議決権行使書のご返送又はインターネットにより、
議決権を行使くださいますようお願い申しあげま
す。

2026年３月24日（火曜日）午後２時
（受付開始：午後１時）

場所
東京都江東区潮見二丁目８番６号
アパホテル＆リゾート〈東京ベイ潮見〉
水晶の間

決議事項
第1号議案　剰余金の処分の件
第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
第3号議案　監査等委員である取締役４名選任の件



株 主 各 位 証券コード  3386
電子提供措置の開始日 2026年３月２日

発信日 2026年３月９日

東京都江東区東陽二丁目２番20号

コスモ・バイオ株式会社
代表取締役社長 柴山　法彦

【当社ウェブサイト】
　https://www.cosmobio.com/jp/

【東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
　https://d.sokai.jp/3386/teiji/

第43回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

　さて、当社第43回定時株主総会を下記により開催いたしますのでご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置
をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアク
セスして、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスして、メニューより「IR情報」＞「IRライブラリ」を選択いただき、ご確認くださ
い。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「コスモ・バイオ」又は「コード」に当社証券
コード「3386」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類 / PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主
総会招集通知 / 株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数なが
ら株主総会参考書類をご検討の上、後述の「議決権行使についてのご案内」に従って2026年３月23日（月曜日）
午後５時30分までに議決権を行使していただきたくお願い申しあげます。

敬　具
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■1  日　　時 2026年３月24日（火曜日）午後２時（受付開始：午後１時）
◎開催時刻が前回と異なっております。お間違いのないようご注意ください。

■2  場　　所 東京都江東区潮見二丁目８番６号
アパホテル＆リゾート〈東京ベイ潮見〉　水晶の間
◎会場が前回と異なっております。末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、
　お間違いのないようご注意ください。

■3  目的事項 報告事項 1. 第43期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結
果報告の件

2. 第43期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

◎当社は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、電子提供措置事項に記載すべき事項のうち、次に掲げる事項を、書面交付請求をされた株
主様に交付する書面には記載しておりません。
　従いまして、電子提供措置事項記載書面に記載の内容は、監査等委員会が監査報告の作成に際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算
書類並びに会計監査人が会計監査報告の作成に際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。
　次に掲げる事項はインターネット上の上記各ウェブサイトに掲載しております。
　・業務の適正を確保するための体制
　・連結株主資本等変動計算書
　・連結注記表
　・株主資本等変動計算書
　・個別注記表
　なお、監査等委員会が監査した事業報告並びに会計監査人及び監査等委員会が監査した連結計算書類及び計算書類は、電子提供措置事項記載書
面に記載の各書類とインターネット上の上記各ウェブサイトに掲載の上記事項により構成されています。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の上記各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させてい
ただきます。

◎また、ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。

記

以　上
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示の上、ご返送ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年3月24日（火曜日）
午後２時（受付開始：午後１時）

2026年3月23日（月曜日）
午後5時30分到着分まで

2026年3月23日（月曜日）
午後５時30分入力完了分まで

＊インターネット及び書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なも
のといたします。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な
議決権行使としてお取り扱いいたします。

＊各議案につき賛否が表示されていない場合には、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。

＊パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できな
い場合があります。

＊当日ご出席の株主の皆様へのお願い
（１）本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。代理人により議決権を行

使される場合は、定款の定めにより、議決権を有する他の株主の方１名を代理人とし、同代理人は、本人の議
決権行使書用紙と委任状を会場受付にご提出ください。

（２）当社の株主様以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。
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インターネットによる
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2026年３月23日（月曜日）
午後5時30分入力完了分まで

　

PC等による議決権行使方法
以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL　▶https://www.soukai-portal.net

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。　▶https://www.web54.net

ご注意事項
●一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使

書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく
必要があります。

●インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、
インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、
インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に
行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

お問い合わせ

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間  9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

スマートフォン等による議決権行使方法
2 株主総会ポータル®トップ画

面から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

3 スマート行使®トップ画面が表示
されます。以降は画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

1 議決権行使書用紙に記載の
QRコード®を読み取ります。

※QRコードは（株）デンソーウェーブ
の登録商標です。
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株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 配当財産の種類 金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項
及びその総額

当社普通株式１株につき、普通配当金 25円 といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は 141,848,675円 となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026年３月25日

　当社の配当については、DOE 3.5%又は連結配当性向60%のいずれか高いほうを基準として決定する方針として
おります。
　上記の方針に基づき、当期（第43期）の期末配当につきましては、DOE 3.5％の基準を適用し、以下のとおり25
円（中間配当額1株当たり25円を含め、当期の年間配当額は1株当たり50円）とさせていただきたく存じます。

期末配当に関する事項

5



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

候補者番号 氏　名 現在の当社における地位及び担当

1 し ば

柴
 

　
や ま

山
 

　
の り

法
 

　
ひ こ

彦 再 任
　

代表取締役社長

２ と ち

栃
 

　
ぎ

木
 

　
じゅん

淳
 

　
こ

子 再 任
　

常務取締役
企画部長
業務部担当、マーケティング部担当、
製品情報部担当、製品法務部担当、
事業開発部担当、製造技術部担当

３ はやし

林　　　
ま さ

政　
の り

徳 再 任
　

取締役
財務部長
総務部担当、人事部担当、
情報システム部担当

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（３名）は、本総会終結の時をもっ
て任期満了となります。
　つきましては、下記の取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会で協議した結果、再任の各候補者は専門性、経験、取締役としての適
格性を有しており当社取締役として適任であると判断されております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号 1 再　任

　

し ば

柴
 

 
や ま

山
 

　
の り

法
 

 
ひ こ

彦
(1969年８月21日生) 所有する当社の株式数……52,400株

　

略歴、当社における地位
    1994年    4 月 丸善石油化学株式会社入社
    2000年    10月 当社入社
    2012年    4 月 当社情報システム部長
    2014年    3 月 ビーエム機器株式会社取締役
    2016年    11月 当社総務部長兼情報システム部長
    2017年    3 月 当社取締役総務部長兼情報システム部長

    2020年    3 月 当社常務取締役総務部長兼情報システム部長
ビーエム機器株式会社取締役総務部長

    2022年    3 月 ビーエム機器株式会社代表取締役社長（現任）
    2022年    4 月 当社常務取締役総務部長
    2023年    3 月 当社専務取締役総務部長
    2023年    11月 当社代表取締役専務・社長業務代行総務部長

2024年    3 月 当社代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況
ビーエム機器株式会社代表取締役社長

候補者とした理由
当社グループにおいて入社以来、経営企画、情報システム、総務、人事等、様々な分野にて経験と実績を重ね、当社取締役就任後は、経営戦略の構築
と推進を通じて当社グループ経営を担っております。以上のことから当社グループの持続的な企業価値向上の実現に適切な人材と判断し、引続き取締
役候補者としました。

候補者
番　号 2 再　任

　

と ち

栃
 

 
ぎ

木
 

　
じ ゅ ん

淳
 

 
こ

子
(1973年12月25日生) 所有する当社の株式数……12,800株

　

略歴、当社における地位
    1998年    4 月 当社入社
    2013年    4 月 当社製品情報部長
    2017年    3 月 当社取締役製品情報部長
    2017年    4 月 当社取締役企画部長
    2021年    3 月 ビーエム機器株式会社取締役

    2022年    3 月 COSMO BIO USA, INC.代表取締役社長
株式会社プロテインテック・ジャパン代表取締役（現任）

    2023年    3 月 当社常務取締役企画部長（現任）
2025年11月 COSMO BIO USA, INC.取締役CEO（最高経営責任

者）（現任）

現在の担当
企画部長、業務部担当、マーケティング部担当、製品情報部担当、製品法務部担当、事業開発部担当、製造技術部担当

重要な兼職の状況
COSMO BIO USA, INC.取締役CEO
株式会社プロテインテック・ジャパン代表取締役

候補者とした理由
当社グループにおいて入社以来、マーケティング、経営企画、米国子会社管理責任者業務等、様々な分野にて経験と実績を重ね、当社取締役就任後
は、経営戦略の構築と推進を通じて当社グループ経営を担っております。以上のことから当社グループの持続的な企業価値向上の実現に適切な人材と
判断し、引続き取締役候補者としました。
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候補者
番　号 3 再　任

　

は や し

林 　
 

　
ま さ

政 
の り

徳
(1975年９月８日生) 所有する当社の株式数…… 3,000株

　

略歴、当社における地位
    1999年    4 月 協和発酵工業株式会社(現協和キリン株式会社)入社
    2012年    5 月 当社入社
    2019年    4 月 当社財務部長

    2020年    3 月 ビーエム機器株式会社財務部長
    2023年    3 月 当社取締役財務部長（現任）

2024年    3 月 ビーエム機器株式会社取締役財務部長（現任）

現在の担当
財務部長、総務部担当、人事部担当、情報システム部担当

重要な兼職の状況
ビーエム機器株式会社取締役財務部長

候補者とした理由
当社グループにおいて入社以来、財務と会計の幅広い知見を活かして財務部を牽引し、経営計画・予算の策定、子会社管理、情報システム、総務、人
事等の様々な経験と実績を重ねております。以上のことから当社グループの持続的な企業価値向上の実現に適切な人材と判断し、引き続き取締役候補
者としました。

(注) １. 取締役候補者柴山法彦氏は、当社子会社であるビーエム機器株式会社の代表取締役社長を兼ねており、当社と同社との間に営業上の取引関
係があります。

２. 取締役候補者栃木淳子氏は、当社子会社であるCOSMO BIO USA, INC.の取締役CEOを兼ねており、当社と同社との間に営業上の取引関係
があります。また、当社子会社である株式会社プロテインテック・ジャパンの代表取締役も兼ねており、当社と同社との間に営業上の取引
関係があります。

３. 取締役候補者林政徳氏は、当社子会社であるビーエム機器株式会社の取締役を兼ねており、当社と同社との間に営業上の取引関係がありま
す。

４. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職
務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補
することとしております。各候補者の選任が承認され、取締役に就任された場合は、各氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなり
ます。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第3号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

候補者
番　号 1

再　任

社　外

独　立
　

さ

佐 
と う

藤
 

　
か ず

和 
と し

寿
(1964年1月10日生) 所有する当社の株式数…… ―株

　

略歴、当社における地位及び担当
    1987年    4 月 住友不動産販売株式会社入社
    1993年    1 月 コスモ石油株式会社入社
    2011年    6 月 同社札幌支店支店長
    2014年    6 月 同社高松支店支店長
    2015年    10月 コスモ石油マーケティング株式会社高松支店長

    2017年    6 月 丸善石油化学株式会社取締役執行役員総務部長
    2020年    3 月 同社取締役

　　　　　　　　当社社外監査役
　　　　　　　　ビーエム機器株式会社監査役（現任）
2022年    3 月 当社社外取締役［常勤監査等委員］（現任）

重要な兼職の状況
ビーエム機器株式会社監査役

候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、企業経営における実務経験を有しており、これまで当社グループの業務執行に対する適切な監督及び実効的なガバナンスの確保に貢献してま
いりました。引き続き、これまでの知見と経験を活かし、監査等委員会の一員として監査機能の強化に寄与いただけるものと判断し、監査等委員であ
る社外取締役候補者としました。

　監査等委員である取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、下記の監査等委員である取締役４名の選任をお願いしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号 2

再　任

社　外

独　立
　

さ

佐 
さ

々 
き

木 
 

　
は る

治 
お

雄
(1950年12月18日生) 所有する当社の株式数…… ―株

　

略歴、当社における地位及び担当
    1974年    11月 監査法人中央会計事務所入所
    1990年    2 月 佐々木会計事務所設立所長（現任）

    2000年    12月 当社社外監査役
2022年    3 月 当社社外取締役［監査等委員］（現任）

重要な兼職の状況
佐々木会計事務所所長

候補者とした理由及び期待される役割の概要
公認会計士及び税理士の資格を有しており、同氏の財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験を、引き続き当社の監査に反映していただくた
め、監査等委員である社外取締役候補者としました。なお、同氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由によ
り、監査等委員である社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断しております。

候補者
番　号 ３

再　任

社　外

独　立
　

し ま

島 
む ら

村
 

　
か ず

和 
や

也
(1972年10月20日生) 所有する当社の株式数…… ―株

　

略歴、当社における地位及び担当
    1995年    10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
    2004年    10月 阿部・井窪・片山法律事務所入所
    2008年    3 月 島村法律会計事務所設立代表（現任）
    2008年    6 月 株式会社ソディックプラステック社外監査役
    2008年    7 月 株式会社スリー・ディー・マトリックス社外監査役
    2012年    7 月 同社社外取締役
    2014年    3 月 当社社外取締役

    2015年    6 月 アイビーシステム株式会社社外監査役
    2017年    1 月 株式会社アズーム社外監査役

株式会社ＳＪＩ（現 株式会社CAICA DIGITAL）社外
取締役

    2019年    10月 株式会社明豊エンタープライズ社外取締役［監査等委
員］

    2022年    3 月 当社社外取締役［監査等委員］（現任）
    2023年    12月 株式会社アズーム社外取締役［監査等委員］（現任）

重要な兼職の状況
島村法律会計事務所代表
株式会社アズーム社外取締役［監査等委員］

候補者とした理由及び期待される役割の概要
弁護士・公認会計士としての専門的な知識並びに他社の社外役員としての豊富な経験を有しております。これらに基づき、これまで社外取締役として
当社グループ経営に対する的確な助言、業務執行に対する適切な監督を行っています。なお、同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したこと
はありませんが、今後もこれらの高い見識を当社グループの経営に活かせるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。
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候補者
番　号 ４

再　任

社　外

独　立
　

は ら

原 
ぐ ち

口
 

　
じ ゅ ん

純 
い ち

一 
ろ う

郎
(1960年９月30日生) 所有する当社の株式数…… ―株

　

略歴、当社における地位及び担当
    1984年    4 月 東京中小企業投資育成株式会社入社
    2004年    6 月 同社財務室長
    2005年    7 月 同社秘書室長
    2007年    4 月 同社人事部長
    2011年    4 月 同社業務第五部長
    2016年    4 月 同社業務第二部長

    2017年    4 月 同社参事役統括審査役代行
    2017年    6 月 株式会社きもと社外監査役（現任）
    2020年    10月 東京中小企業投資育成株式会社特任参事役統括審査役

代行
    2021年    4 月 同社特任参事役（業務第五部 兼 営業統括部）
    2023年    4 月 同社特任参事役（業務第五部 兼 業務統括部）(現任）

2024年    3 月 当社社外取締役［監査等委員］（現任）

重要な兼職の状況
株式会社きもと社外監査役
東京中小企業投資育成株式会社特任参事役（業務第五部 兼 業務統括部）

候補者とした理由及び期待される役割の概要
投資案件の探索や審査、人事、財務といった幅広い業務経験、また、監査役としての経験も有しており、同氏の経験と知見を当社監査体制の強化に活
かしていただくため、監査等委員である社外取締役候補者としました。

(注) １. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はございません。
２. 佐藤和寿氏、佐々木治雄氏、島村和也氏及び原口純一郎氏は、社外取締役候補者であります。
３. 佐藤和寿氏、佐々木治雄氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、両氏の在任期間は、本総会終結の時をもって４年

となります。なお、両氏は過去に当社の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。
４. 島村和也氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって12年と

なります。
５. 原口純一郎氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
６. 当社は、佐藤和寿氏、佐々木治雄氏、島村和也氏及び原口純一郎氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項

に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各候補者の選任が承認さ
れ、監査等委員である取締役に就任された場合は、各氏との間で同契約を継続する予定であります。

７. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職
務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補
することとしております。各候補者の選任が承認され、監査等委員である取締役に就任された場合は、各氏は当該保険契約の被保険者に含
まれることとなります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

８. 原口純一郎氏は、当社の主要株主である東京中小企業投資育成株式会社の特任参事役を兼任しておりますが、同社と当社には取引関係はな
く、同社と当社の間には特別の利害関係はありません。

９. 当社は、佐藤和寿氏、佐々木治雄氏、島村和也氏及び原口純一郎氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に
届け出ております。各候補者の選任が承認され、監査等委員である取締役に就任された場合は、各氏を引き続き独立役員と指定し届け出る
予定であります。
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氏　名 地　　位
項　　　　　　　　　目

企業経営 営業戦略 財務経理 IT/DX 人財 法務・
リスク管理 国際性 研究開発

柴山　法彦 代表取締役社長 ● ● ● ● ● ● ●

栃木　淳子 常務取締役 ● ● ● ● ●

林　　政徳 取締役 ● ● ● ● ●

佐藤　和寿 取締役
（常勤監査等委員 社外 独立） ● ● ● ●

佐々木治雄 取締役
（監査等委員 社外 独立） ● ● ● ●

島村　和也 取締役
（監査等委員 社外 独立） ● ● ● ●

原口純一郎 取締役
（監査等委員 社外 独立） ● ● ● ●

【ご参考】株主総会後の取締役のスキルマトリックス

　本招集ご通知記載の候補者を原案どおり全てご選任いただいた場合、各取締役の専門性と経験は次のとおりです。
なお、地位につきましては、株主総会後の取締役会をもって正式決定となります。

※取締役候補者が有する全ての知見を表すものではありません。
以上
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事業報告（2025年１月１日から2025年12月31日まで）

1 企業集団の現況に関する事項

第42期
（2024年12月期）

第43期
（2025年12月期） 前連結会計年度比

金額（百万円） 金額（百万円） 増減率

連結売上高 10,037 10,766 7.3％

連結営業利益 318 343 7.7％

連結経常利益 364 489 34.4％

親会社株主に帰属する当期純利益 262 337 28.6％

(1) 当事業年度の事業の概況
① 事業の経過及びその成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、エネルギー価格や原材料価格の高騰、さらには円安傾向が持続しまし
た。海外においても、ウクライナ情勢の長期化や中東情勢の緊迫化といった地政学上のリスクに加え、米国の関税
政策への懸念等から、先行きが不透明な状況で推移しました。また、当社グループ関連の、ライフサイエンスの基
礎研究分野市場の動向は、大学・公的研究機関において堅調に予算執行がなされているものの、市場環境や同業他
社との価格競争は依然として厳しい状況が続いております。
　このような状況下、当社グループにおきましては、「生命科学の進歩に資する」という目的のもと、ライフサイ
エンス領域の研究開発に資する多様な自社製品・商品・サービスの提供と、在庫の適正化及び迅速出荷に取り組ん
でおります。当連結会計年度の連結売上高は10,766百万円（前連結会計年度比7.3％増）となり、連結売上総利益
は3,702百万円（前連結会計年度比11.2％増）、連結売上総利益率は34.4％（前連結会計年度33.2％）となりま
した。為替レートは、当連結会計年度平均149円／ドル（前連結会計年度149円／ドル）で推移しました。
　連結営業利益は343百万円（前連結会計年度比7.7％増）、連結経常利益は489百万円（前連結会計年度比
34.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は337百万円（前連結会計年度比28.6％増）となりました。
　財務面では、株主の皆様に対する利益還元の一環として、2025年６月30日を基準日とした中間配当142百万円
（１株当たり中間配当金25円）を実施いたしました。

　なお、期末配当につきましては、普通配当金25円（年間配当金50円、連結配当性向84.4％）とさせていただき
たく存じます。
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◆研究用試薬 売上高 8,558 百万円 前期比 7.7％ 

79.5%

売上高構成比
7,944

第42期
（2024年12月期）

8,558

第43期
（2025年12月期）

（単位：百万円）売上高

◆機器 売上高 2,207 百万円 前期比 5.5％ 

20.5%

売上高構成比

2,093

第42期
（2024年12月期）

2,207

第43期
（2025年12月期）

（単位：百万円）売上高

品目別販売実績

　＊創薬研究支援・受託サービス、臨床検査薬を含む
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② 設備投資の状況
　該当事項はありません。

③ 資金調達の状況
　該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　該当事項はありません。
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9,553

第40期
（2022年度）

9,340

第41期
（2023年度）

10,037

第42期
（2024年度）

10,766

第43期
（2025年度）

（単位：百万円）売上高

790

第40期
（2022年度）

653

第41期
（2023年度）

364

第42期
（2024年度）

489

第43期
（2025年度）

（単位：百万円）経常利益

517

第40期
（2022年度）

442

第41期
（2023年度）

262

第42期
（2024年度）

337

第43期
（2025年度）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

10,313

第40期
（2022年度）

8,617

10,872

第41期
（2023年度）

9,026

11,723

第42期
（2024年度）

9,555

12,662

第43期
（2025年度）

9,955

（単位：百万円）総資産/純資産

89.13

第40期
（2022年度）

75.97

第41期
（2023年度）

45.05

第42期
（2024年度）

59.26

第43期
（2025年度）

（単位：円）1株当たり当期純利益

1,385.20

第40期
（2022年度）

1,447.08

第41期
（2023年度）

1,565.00

第42期
（2024年度）

1,652.02

第43期
（2025年度）

（単位：円）1株当たり純資産額

第40期
（2022年度）

第41期
（2023年度）

第42期
（2024年度）

第43期
（当連結会計年度）

（2025年度）
売上高 (百万円) 9,553 9,340 10,037 10,766
経常利益 (百万円) 790 653 364 489
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 517 442 262 337
1株当たり当期純利益 (円) 89.13 75.97 45.05 59.26
総資産 (百万円) 10,313 10,872 11,723 12,662
純資産 (百万円) 8,617 9,026 9,555 9,955
1株当たり純資産額 (円) 1,385.20 1,447.08 1,565.00 1,652.02

(2) 財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

(注) １. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、また１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行

済株式総数により算出しております。
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7,274

第40期
（2022年度）

7,174

第41期
（2023年度）

7,763

第42期
（2024年度）

8,184

第43期
（2025年度）

（単位：百万円）売上高

610

第40期
（2022年度）

620

第41期
（2023年度）

392

第42期
（2024年度）

439

第43期
（2025年度）

（単位：百万円）経常利益

435

第40期
（2022年度）

456

第41期
（2023年度）

308

第42期
（2024年度）

362

第43期
（2025年度）

（単位：百万円）当期純利益

9,050

第40期
（2022年度）

9,605

第41期
（2023年度）

8,0417,648

10,442

第42期
（2024年度）

8,588

11,297

第43期
（2025年度）

9,022

（単位：百万円）総資産/純資産

75.08

第40期
（2022年度）

78.39

第41期
（2023年度）

52.96

第42期
（2024年度）

63.68

第43期
（2025年度）

（単位：円）1株当たり当期純利益

1,315.72

第40期
（2022年度）

1,378.13

第41期
（2023年度）

1,498.88

第42期
（2024年度）

1,590.22

第43期
（2025年度）

（単位：円）1株当たり純資産額

第40期
（2022年度）

第41期
（2023年度）

第42期
（2024年度）

第43期
（当事業年度）
（2025年度）

売上高 (百万円) 7,274 7,174 7,763 8,184
経常利益 (百万円) 610 620 392 439
当期純利益 (百万円) 435 456 308 362
1株当たり当期純利益 (円) 75.08 78.39 52.96 63.68
総資産 (百万円) 9,050 9,605 10,442 11,297
純資産 (百万円) 7,648 8,041 8,588 9,022
1株当たり純資産額 (円) 1,315.72 1,378.13 1,498.88 1,590.22

② 当社の財産及び損益の状況

(注) １. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、また１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行

済株式総数により算出しております。
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会社名 資本金
（百万円）

議決権比率
（％） 主要な事業内容

ビーエム機器株式会社 49 67.8 ライフサイエンス研究用の機器類・消
耗品の仕入卸売販売及び技術サポート

COSMO BIO USA, INC. 11 100.0

日本で製造しているライフサイエンス
研究用の試薬・機器類の全世界(日本以
外)に向けた販売及び北米での商品仕入
卸売販売

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

(4) 対処すべき課題
　私たちコスモ・バイオグループ（以下、当社グループ）は、「生命科学の進歩に資する」を目的としています。ラ
イフサイエンスの研究支援を通じて、医療・環境・食糧などの地球規模の課題解決に貢献することは、当社の事業活
動そのものであり、それがサステナビリティの実現にも直結するものと考えています。今後は、単なる研究支援の枠
を超え、「ライフサイエンスの力で次代の価値を共創する」というビジョンのもと、研究成果を社会実装へと繋げる
パートナーとして、さらなる企業価値と社会価値の向上を目指してまいります。
　2025年度は、鶏卵バイオリアクター及びScientist3事業といった新規事業の本格展開や、海外展開の強化による既
存事業の一層の拡大などを目的とした投資や人材採用を行いました。
　また、2024年8月に公表した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応方針（※）」に基づく取り
組みを継続し、2026年度からは新たな中期経営計画により「５つの重点戦略」を策定しました。今後も企業価値向
上に向けて、株主還元の強化、高収益体制の構築、新規収益源の創出などを推進してまいります。

（※）https://ssl4.eir-parts.net/doc/3386/tdnet/2483274/00.pdf
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マテリアリティ 主な取り組み

E 環境への
取り組み

製造事業における環境汚染の防止 ・研究開発及び製造施設での排水基準や廃棄物法令の遵守、原価・在庫
　管理見直しによる環境負荷軽減の取り組み
・ChromaJean社のペプチド精製プラットフォーム導入により、有機溶
　媒の使用量及び消費電力ともに削減

流通改革・在庫施策・環境負荷の低減 ・エコ資材の導入（発泡スチロールやドライアイス再利用、リサイクル
　素材の活用など）を推進
・「ホワイト物流」推進や輸送手段の改善を通じ、効率的で持続可能な
　物流体制の強化
・産業廃棄物の管理及び処理の徹底

【５つの重点戦略】
１．ポートフォリオの転換
　　社内外のデータやAIによるトレンド分析等を活用し、収益性・成長性の高い商材を拡充
２．マーケティング機能の進化・強化
　　データに基づくマーケティング機能を強化し、顧客価値を最大化
３．新規事業の本格展開
　　鶏卵バイオリアクター技術を活用した有用タンパク質の生産やScientist3事業、原料供給事業など、
　　既存の中心事業である試薬・機器の輸入販売ではない新規事業を本格展開
４．グローバル販売の強化
　　COSMO BIO USA, INC.の営業・マーケティング機能を強化し、グローバルにおける認知と売上を拡大
５．事業運営の最適化と強化
　　非連続的な成長を支えるため、戦略人事機能の強化や新規事業に対応したシステム・データ利活用、
　　成長投資のための資金戦略などを実行

　また、2023年度にマテリアリティを特定して以降、当社グループは段階的に具体的施策を推進してまいりまし
た。2025年度には各施策の実行と深化を図っており、今後も引き続きこれらの活動を継続することで、サステナビ
リティへの貢献と企業価値の向上を目指してまいります。
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マテリアリティ 主な取り組み

S

持続的成長を
支える

事業活動

研究活動のサポート・パートナーシップ
（ライフサイエンス研究への支援）

・日本全国をカバーする販売代理店網による研究者のサポート
・メーカーとのコミュニケーションを強化し、選抜された信頼感のある
　メーカーとの仕入網の構築
・新商品情報、最新の技術情報の発信及び各商品の法令情報提供
・輸出向け販促資料や商品データを充実させ、グローバル展開を強化

新規事業基盤・イノベーション ・産学官連携によるオープンイノベーションの推進
・資本提携及び業務提携への取り組み
・鶏卵バイオリアクター技術による有用タンパク質の生産
・自社製品やペプチド・抗体生産における技術開発・研究開発
・研究者と受託サービスのマッチングプラットフォーム「Scientist3」
　の展開

次世代への支援 ・生命ロボットコンテスト（iGEM）への支援継続
・Tools for School 公開講座応援団継続（ライフサイエンス関係の市民
　体験講座へ教材及び費用の一部を提供）、参加団体とのコミュニケー
　ション
・「Science Signaling」日本語サイトの運営継続

働きがいの
ある

職場づくり

労働環境とワークライフバランスの実現 ・テレワーク制度、フレックス勤務制度、介護休暇制度などの活用支援
・選択制確定給付企業年金制度の活用促進
・ハラスメント防止への取り組み（研修及び内部通報体制）

人的資本の拡充・生産性の向上 ・採用の強化（新卒、多様なキャリア及び背景をもつ人材）
・教育研修制度の実施（選択型研修及び階層別研修）
・属人的業務の改善
・マニュアル整備、法令対応研修の実施など、人材育成と業務標準化

G ガバナンスの
強化・充実

ガバナンスの向上 ・取締役会実効性評価アンケート実施による改善
・「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応方針」の推進
・事業継続計画（BCP）を策定し継続的に運用

コンプライアンスの徹底 ・法令情報の社内外への明確な発信、マニュアル整備による法令遵守の
　徹底
・情報セキュリティ強化（SSO基盤切替・ネットワーク機器更新など）

　以上のとおり、グループ全ての役員と従業員が、一丸となって課題に取り組んでまいりますので、株主の皆様にお
かれましては、今後ともなお一層のご支援とご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
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(5) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）
　当社グループはライフサイエンスに関する研究用試薬、機器及び創薬研究支援・受託サービスの仕入販売を主な
事業としており、一部製造も行っております。
｛主要な取扱い品目｝
１．研究用試薬

・抗体、抗原、生体内物質・生理活性物質、培地添加剤　等
・抽出キット、アッセイキット、検出・定量キット、細胞・組織培養試薬、遺伝子解析試薬　等

２．研究用機器・機材・消耗品
・遠心機、PCR装置、超音波破砕装置、細胞・遺伝子操作機器　等
・ピペットチップ、PCRチューブ、細胞培養シャーレ・プレート、手袋　等

３．創薬研究支援・受託サービス
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名称 所在地

本社 東京都江東区東陽二丁目２番20号

札幌事業所 北海道小樽市銭函三丁目513番２

名称 所在地

ビーエム機器株式会社 東京都江東区東陽二丁目２番20号

COSMO BIO USA, INC. アメリカ合衆国カリフォルニア州

(6) 主要な事業所等（2025年12月31日現在）
① 当社の主要な事業所

② 主要な子会社の事業所

使用人数（名） 前連結会計年度末比増減（名）

182（53） 8増（増減なし）

使用人数（名） 前事業年度末比増減（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

144（37） 7増（1減） 42.5 8.8

(7) 使用人の状況（2025年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

(注) １. 使用人数は就業人員（社員及び嘱託を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー及び人材派遣会社からの派遣社員を
含んでおります。）は、年間の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。

２. 当社グループの事業セグメントは単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

② 当社の使用人の状況

(注) 使用人数は就業人員（社員及び嘱託を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー及び人材派遣会社からの派遣社員を含ん
でおります。）は、年間の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。
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借入先 借入額（百万円）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 10

株式会社みずほ銀行 5

株式会社三井住友銀行 5

(8) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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2 会社の現況

① 発行可能株式総数 18,361,600株
② 発行済株式の総数 5,673,947株（自己株式374,053株を除く）
③ 株主数 4,861名

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

東京中小企業投資育成株式会社 1,152,000 20.30

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　コスモ石油口
再信託受託者　株式会社日本カストディ銀行 576,000 10.15

UH Partners 2投資事業有限責任組合
無限責任組合員株式会社UH Partners 2 438,300 7.72

光通信KK投資事業有限責任組合
無限責任組合員光通信株式会社 375,500 6.61

UH Partners 3投資事業有限責任組合
無限責任組合員株式会社UH Partners 3 119,500 2.10

櫻井　治久 96,000 1.69

鈴木　由美子 82,300 1.45

コスモ・バイオ従業員持株会 78,500 1.38

高橋　潔 75,700 1.33

舩戸　俊明 75,400 1.32

(1) 株式の状況（2025年12月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

(注) １. 当社は、自己株式を374,053株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式（374,053株）を除いて計算しております。
３. 持株比率は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株式数（株） 交付対象者数（名）

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。） 2,400 ３

社外取締役（監査等委員を除く。） ０ ０

社外取締役（監査等委員） ０ ０

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況

(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、28ページに記載しております。

(2) 新株予約権等の状況（2025年12月31日現在）
　該当事項はありません。
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会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 柴　山　法　彦 ビーエム機器株式会社代表取締役社長

常務取締役 栃　木　淳　子

企画部長
業務部担当、マーケティング部担当、製品情報部担当、製品法務部担当、
事業開発部担当、製造技術部担当
COSMO BIO USA, INC.取締役CEO
株式会社プロテインテック・ジャパン代表取締役

取締役 林　　　政　徳
財務部長
総務部担当、人事部担当、情報システム部担当
ビーエム機器株式会社取締役財務部長

取締役（常勤監査等委員 社外 独立） 佐　藤　和　寿 ビーエム機器株式会社監査役

取締役（監査等委員 社外 独立） 佐々木　治　雄 佐々木会計事務所所長

取締役（監査等委員 社外 独立） 島　村　和　也 島村法律会計事務所代表
株式会社アズーム社外取締役［監査等委員］

取締役（監査等委員 社外 独立） 原　口　純一郎 東京中小企業投資育成株式会社 特任参事役（業務第五部 兼 業務統括部）
株式会社きもと社外監査役

(３) 会社役員の状況
① 取締役の状況（2025年12月31日現在）

(注) 1. 取締役［常勤監査等委員］佐藤和寿氏並びに取締役［監査等委員］佐々木治雄氏、島村和也氏及び原口純一郎氏は、
社外取締役であります。

2. 取締役［常勤監査等委員］佐藤和寿氏は、取締役としての業務経験を有しており、経営及び監査に関する相当程度の知
見を有しております。

3. 取締役［常勤監査等委員］佐藤和寿氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重
要な会議への出席、日常的な情報収集、執行部門からの定期的な業務報告の聴取、内部監査部門等との密接な連携によ
り得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の実効性を高めるためであります。

4. 取締役［監査等委員］佐々木治雄氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有しております。

5. 取締役［監査等委員］島村和也氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、財務、会計及び法務に関する相当程
度の知見を有しております。

6. 取締役［監査等委員］原口純一郎氏は、投資育成業務の経験が長く、経営指導に関する相当程度の知見を有しておりま
す。

7. 当社は、取締役［常勤監査等委員］佐藤和寿氏並びに取締役［監査等委員］佐々木治雄氏、島村和也氏及び原口純一郎
氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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氏名 異動前 異動後 異動年月日
島　村　和　也 株式会社スリー・ディー・マトリックス社外取締役 退任 2025年７月21日
栃　木　淳　子 COSMO BIO USA, INC.代表取締役社長 COSMO BIO USA, INC.取締役CEO 2025年11月19日

8. 当事業年度中における取締役の地位、担当及び重要な兼職の状況が次のとおり変更されました。

② 責任限定契約の内容の概要等
　当社は、業務執行取締役等であるものを除く取締役と、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第
425条第１項に定める最低責任限度額であります。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社の子会社の取締役及び監査役であり、保険料は全額当社が負担し
ております。当該保険契約により、被保険者のその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請
求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。但し、被保険者の職務の執行の適
正性が損なわれないようにするため、意図的に違法行為を行った被保険者自身の損害等は補償対象外としておりま
す。
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④ 取締役の報酬等
イ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
 A.　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　取締役の報酬等は、「固定報酬」と単年度業績を反映した「業績連動型報酬」、中長期の企業価値への貢献
と株主視点で経営強化を図ることを目的とした「譲渡制限付株式報酬」で構成されております。
　その支給の額と割合については、株主総会にて決議された総額の枠内において、役員の報酬等の算定方法に
関する役職ごとの方針に基づき、取締役会で決定しております。
　また、支給の時期については、「固定報酬」は月例報酬としております。「業績連動型報酬」につきまして
は、各事業年度の連結売上高の目標達成度合いに応じて算出された額を、毎年一定の時期に支給しております。
「譲渡制限付株式報酬」につきましては、対象取締役への具体的な付与時期を取締役会で決定しております。
　なお、長期的な企業価値向上に対する貢献意欲を一層高めることを目的として、「株式取得型報酬制度」とし
て固定報酬額の一定割合の役員持株会への拠出を義務付けております。
　社外取締役の報酬等は、金銭による月例の固定報酬のみで構成されております。

 B.　監査等委員である取締役の報酬等
　監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員の協議により定めており、金銭による月例の固定報酬のみで
構成されております。

 C.　役員報酬等に関する株主総会の決議の内容 
a.　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の「固定報酬」について
　報酬限度額は、年額170百万円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）であり、 2022
年３月23日開催の第39回定時株主総会におきまして決議いただいております。当該株主総会終結の時点の取締
役の員数は３名です。

b.　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の「業績連動型報酬」について
　報酬限度額は、年額20百万円以内（下限は０とする。）であり、2022年３月23日開催の第39回定時株主総 
会におきまして決議いただいております。当該株主総会終結の時点の取締役の員数は３名です。

ｃ.　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の「譲渡制限付株式報酬」について
　譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の総額は、年額50百万円以内であり、2022年３月23日開催の 
第39回定時株主総会決議におきまして決議いただいております。当該株主総会終結の時点の取締役の員数は３
名です。

ｄ.　監査等委員である取締役の報酬について
　報酬限度額は、年額40百万円以内であり、2022年３月23日開催の第39回定時株主総会決議において決議い
ただいております。当該株主総会終結の時点の監査等委員である取締役の員数は４名です。
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ロ．役員の報酬等の算定方法に関する役職ごとの方針 
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職責は、従業員の職責を下回るものではなくその報酬も同じで
あり、役職や兼職ごとの重みを勘案し、従業員の報酬を基準とした職責ごとの指数を定めております。各取締役
の報酬等については、「固定報酬」、「業績連動型報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」を含めた報酬等の額を、
他に委任することなく、取締役会で決定しております。
　なお、監査等委員である取締役の個別の報酬等の額は、監査等委員の協議の上決定しております。

ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を
有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬総額の上限以内にお
いて、各取締役の職責等を総合的に判断し報酬等を決定することとしております。
　監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委
員であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬総額の上限以内において、監査等委員
の協議にて決定することとしております。

ニ．「業績連動型報酬」の概要 
　取締役の「業績連動型報酬」は、取締役の業績向上に対する意欲を高めることを目的として、「業績連動型報
酬」に係る指標として、連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益を採用しています。「業績連動型報
酬」の額は、親会社株主に帰属する当期純利益の増減により総支給額が増減する仕組みをとっております。対象
となるのは、法人税法第34条第１項第３号に定める「業務執行役員」である取締役のみを対象とし、社外取締
役には支給しておりません。
　下記方法に基づき算定の上、支給額を確定し支払います。 

 A.　総支給額 
　(ⅰ)親会社株主に帰属する当期純利益に、当期中に開催される取締役会において定めた比率（以下「配分利益
率」といいます。）を乗じた額、又は(ⅱ)変動枠年額（現行年額20百万円）のいずれか少ない額とします。
　但し、当期連結売上高が前期連結売上高を上回らない場合及び親会社株主に帰属する当期純損失の場合は、親
会社株主に帰属する当期純利益を０として計算します。
　　　総支給額＝親会社株主に帰属する当期純利益×配分利益率（但し、20百万円が上限）
　　　※配分利益率：2025年度（第43期）　1.68％ 
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役職 代表取締役社長 常務取締役 取締役
ポイント 3.57 2.01 1.63

 B.　個別支給額 
　各取締役への個別支給額は上記A.に基づき算出された総支給額を、取締役会において定めた職責指数に応じ
て算定されたポイントに応じて按分した金額です（千円未満切捨て）。但し、個別支給額の限度額は下記に記載
のとおりです。

＜2025年度（第43期）役職ポイント＞ 

役職ポイントの総和は7.21（代表取締役社長１名、常務取締役１名、取締役１名） 
個別支給額＝当該年度総支給額×役職ポイント÷当該年度の役職ポイントの総和 
個別支給額の限度額　： 代表取締役社長　 ９百万円 

　　　　　　　　　　　　　  常務取締役　　　 ５百万円 
　　　　　　　　　　　　　  取締役　　　　　 ４百万円 

 C.　当事業年度における当該「業績連動型報酬」に係る指標の目標及び実績
　当事業年度における「業績連動型報酬」に係る親会社株主に帰属する当期純利益は337百万円、
　当期連結売上高は10,766百万円（目標：前期連結売上高は10,037百万円）となりました。

ホ．「株式取得型報酬制度」の概要 
　取締役（社外取締役を除く。）については、長期的な企業価値向上に対する貢献意欲を一層高めることを目的
として、固定報酬額の一定割合を役員持株会に拠出して自社株式を取得するものとし、取得した株式は原則とし
て退任時まで売却を不可とすることで、取締役の報酬と当社株価との連動性を持たせた株式取得型報酬としてい
ます。
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へ．「譲渡制限付株式報酬」の概要 
　2022年３月23日開催の第39回定時株主総会決議により、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役
を除く。以下、「対象取締役」という。）に業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
を付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割
り当てる報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入しております。
　対象取締役への譲渡制限付株式の割り当てについては、役員の報酬等の算定方法に関する役職ごとの方針に基
づいて取締役会において決定することとしております。
　対象取締役は、当社取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社
の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数は年
40千株以内（但し、本制度が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割又は株
式併合が行われた場合、当該総数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、分割比率・併合比率等
に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整することができるものとします。）といたします。
　なお、その１株当たりの払込金額は、これに関する取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所での
当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。
　本制度は、交付の日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を喪失するまでの期間を譲渡制限期
間と定めて当社株式を付与するもので、譲渡制限の解除は、譲渡制限期間の満了時もしくは死亡など取締役会が
正当と認める理由による退任時としております。また、原則として譲渡制限期間内に当社の取締役の地位から退
任又は退職した場合には、対象取締役に割り当てられた株式は無償で当社が取得するものであります。

ト. 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
　当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が
取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、取締役会は、当該決定方針に沿うものであ
ると判断しております。
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区　　分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額 対象となる
役員の員数

（名）
基本報酬

（百万円）
業績連動型報酬等

（百万円）
非金銭報酬等
（百万円）

取締役（監査等委員を除く。）
（うち社外取締役）

85
(－)

76
(－)

5
(－)

2
(－)

3
(－)

取締役［監査等委員］
（うち社外取締役）

33
(33)

33
(33)

－
(－)

－
(－)

4
(4)

合　　　計
（うち社外役員）

118
(33)

109
(33)

5
(－)

2
(－)

7
(4)

⑤ 役員の報酬等の額

(注) 1. 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 当事業年度において、社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等はありません。
3. 対象となる役員の員数の合計欄には、実際の支給員数を記載しております。
4. 上記の非金銭報酬等の総額は、取締役（監査等委員を除く。）のうち社外取締役を除く3名に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上

額であります。

⑥ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
　当事業年度の取締役の報酬の決定における取締役会の活動状況は、2025年２月14日に業績連動型報酬の配分
利益率について決議しております。

⑦ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役（常勤監査等委員 社外 独立）佐藤和寿氏は、ビーエム機器株式会社の監査役であります。
　ビーエム機器株式会社は当社の連結子会社であり、当社との間に営業上の取引関係があります。
・取締役（監査等委員 社外 独立）佐々木治雄氏は、佐々木会計事務所の所長であります。
　当社は、佐々木会計事務所と特別の関係はありません。
・取締役（監査等委員 社外 独立）島村和也氏は、島村法律会計事務所の代表、株式会社アズームの社外取締役
 ［監査等委員］であります。
　当社は、島村法律会計事務所、株式会社アズームと特別の関係はありません。
・取締役（監査等委員 社外 独立）原口純一郎氏は、当社の発行済み株式の総数（自己株式を除く。) の
　20.30％を所有する東京中小企業投資育成株式会社の特任参事役及び株式会社きもとの社外監査役であります。
　当社は、東京中小企業投資育成株式会社及び株式会社きもとと特別の関係はありません。
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会社における地位 氏　名 出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役
（常勤監査等委員 社外 独立） 佐　藤　和　寿

当事業年度開催の取締役会15回のうち15回全てに出席し、また当事
業年度開催の監査等委員会15回のうち15回全てに出席し、主に経営
及び監査全般に関する経験、見識に基づく発言を行っております。
客観的・中立的立場で経営・リスク他の監督機能を主導しておりま
す。

取締役
（監査等委員 社外 独立） 佐々木　治　雄

当事業年度開催の取締役会15回のうち15回全てに出席し、また当事
業年度開催の監査等委員会15回のうち15回全てに出席し、主に公認
会計士及び税理士としての専門的見地に基づく発言を行っておりま
す。客観的・中立的立場で経営・リスク他の監督機能を担っており
ます。

取締役
（監査等委員 社外 独立） 島　村　和　也

当事業年度開催の取締役会15回のうち15回全てに出席し、また当事
業年度開催の監査等委員会15回のうち15回全てに出席し、主に弁護
士及び公認会計士としての専門的見地に基づく発言を行っておりま
す。客観的・中立的立場で経営・リスク他の監督機能を担っており
ます。

取締役
（監査等委員 社外 独立） 原　口　純一郎

当事業年度開催の取締役会15回のうち15回全てに出席し、また当事
業年度開催の監査等委員会15回のうち15回全てに出席し、主に社外
での経験、見識に基づいた客観的、専門的見地に基づく発言を行っ
ております。客観的・中立的立場で経営・リスク他の監督機能を担
っております。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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支払額（百万円）

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 24

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 24

(4) 会計監査人の状況（2025年12月31日現在）
① 会計監査人の名称 監査法人A＆Aパートナーズ

② 報酬等の額

(注) １. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分して
おらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 当事業年度の監査報酬については、監査等委員会が、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根
拠について確認し、審議した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に
提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の
同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、
解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

本事業報告中の記載数字は、金額、株数につきましては表示単位未満を切り捨てております。比率その他につきま
しては、特段の注記のない限り、表示単位未満を四捨五入しております。
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連結計算書類

連結貸借対照表 (単位：百万円)

科目 第43期
2025年12月31日現在      科目 第43期

2025年12月31日現在

資産の部
流動資産

現金及び預金
受取手形及び売掛金
有価証券
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物
車両運搬具
工具、器具及び備品
機械及び装置
土地
建設仮勘定
無形固定資産

特許権
商標権
ソフトウエア
ソフトウエア仮勘定
その他
投資その他の資産

投資有価証券
関係会社株式
繰延税金資産
敷金及び保証金
保険積立金
その他　

7,441
2,747
3,085

199
1,011

15
74

306
△0

5,220
862
445

1
239
122
41
12
167

8
0

105
51
2

4,190
3,809

10
46

122
135
67 　

負債の部
流動負債 1,422

買掛金 806
短期借入金 20
未払金 283
未払法人税等 156
契約負債 29
その他 125

固定負債 1,284
繰延税金負債 523
退職給付に係る負債 655
資産除去債務 94
その他 10

負債合計 2,706
純資産の部
株主資本 7,686
資本金 918
資本剰余金 1,267
利益剰余金 5,880
自己株式 △379
その他の包括利益累計額 1,687
その他有価証券評価差額金 1,606
繰延ヘッジ損益 20
為替換算調整勘定 59
非支配株主持分 582
純資産合計 9,955

資産合計 12,662 負債・純資産合計 12,662
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連結損益計算書 (単位：百万円)

科目
第43期

2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで

売上高 10,766
売上原価 7,064
売上総利益 3,702
販売費及び一般管理費 3,359
営業利益 343
営業外収益 158
受取利息 6
有価証券利息 7
為替差益 13
受取配当金 88
デリバティブ評価益 8
保険解約返戻金 12
雑収益 20
その他 1

営業外費用 12
支払利息 0
自己株式取得費用 2
消費税差額 1
固定資産除却損 7
その他 0

経常利益 489
特別利益 69
投資有価証券売却益 69

特別損失 54
減損損失 54

税金等調整前当期純利益 504
法人税、住民税及び事業税 202
法人税等調整額 △32
当期純利益 333
非支配株主に帰属する当期純利益 △3
親会社株主に帰属する当期純利益 337
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計算書類

貸借対照表 (単位：百万円)

              科目 第43期
2025年12月31日現在      科目 第43期

2025年12月31日現在

資産の部
流動資産

現金及び預金
売掛金
有価証券
商品
製品
原料及び材料
仕掛品
貯蔵品
前渡金
前払費用
為替予約資産
その他

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定

無形固定資産
特許権
商標権
ソフトウエア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
敷金及び保証金
保険積立金
長期前払費用
その他　

5,604
2,308
2,408

199
328
35
68
15
6

11
84
34

104
5,692

752
382
122

0
212
22
12

157
8
0

95
53

4,782
3,809

672
121
114
60
4 　

負債の部
流動負債 1,070

買掛金 586
短期借入金 20
未払金 219
未払費用 57
未払法人税等 134
契約負債 9
預り金 40
その他 1

固定負債 1,204
退職給付引当金 589
繰延税金負債 523
資産除去債務 90
その他 1

負債合計 2,274
純資産の部
株主資本 7,395

資本金 918
資本剰余金 1,237

資本準備金 1,221
その他資本剰余金 15

利益剰余金 5,618
利益準備金 21
その他利益剰余金 5,596

別途積立金 1,000
繰越利益剰余金 4,596

自己株式 △ 379
評価・換算差額等 1,627

その他有価証券評価差額金 1,606
繰延ヘッジ損益 20

純資産合計 9,022
資産合計 11,297 負債・純資産合計 11,297
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損益計算書 (単位：百万円)

科目
第43期

2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで

売上高 8,184
売上原価 5,540
売上総利益 2,643
販売費及び一般管理費 2,364
営業利益 279
営業外収益 171
受取利息 4
有価証券利息 7
受取配当金 88
為替差益 3
デリバティブ評価益 8
業務受託収入 38
保険解約返戻金 10
その他 10

営業外費用 11
支払利息 0
自己株式取得費用 1
消費税差額 1
固定資産除却損 7
その他 0

経常利益 439
特別利益 69
投資有価証券売却益 69

特別損失 －

税引前当期純利益 509
法人税、住民税及び事業税 176
法人税等調整額 △29
当期純利益 362
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監査報告

監査法人A&Aパートナーズ
東京都中央区

指 定 社 員 公認会計士 町 田 眞 友業 務 執 行 社 員
指 定 社 員 公認会計士 片 田 健 児業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2026年２月19日

コスモ・バイオ株式会社
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、コスモ・バイオ株式会社の2025年１月１日から2025年12月31日までの
連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、コスモ・バイオ
株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計
算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施
する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため
に、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立
性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水
準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査法人A&Aパートナーズ
東京都中央区

指 定 社 員 公認会計士 町 田 眞 友業 務 執 行 社 員
指 定 社 員 公認会計士 片 田 健 児業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2026年２月19日

コスモ・バイオ株式会社
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、コスモ・バイオ株式会社の2025年１月１日から2025年12月31日
までの第43期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類
等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施
する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の
前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立
性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水
準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、２０２５年１月１日から２０２５年１２月３１日までの第４３期事業年度における取締役の職務の執行を監査
いたしました。
　その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使
用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の
記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人監査法人A&Aパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人監査法人A&Aパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

コスモ・バイオ株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 佐　藤　和　寿 ㊞

監 査 等 委 員 佐々木　治　雄 ㊞

監 査 等 委 員 島　村　和　也 ㊞

監 査 等 委 員 原　口　純一郎 ㊞

2026年２月20日

　（注）監査等委員　佐藤和寿、佐々木治雄、島村和也、原口純一郎は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取
締役であります。

以　上
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日時
2026年３月24日（火曜日）午後２時(受付開始：午後１時)
◎開催時刻が前回と異なります。ご注意のほどよろしくお願い申しあげます。

会場
アパホテル＆リゾート〈東京ベイ潮見〉　水晶の間
東京都江東区潮見二丁目8番6号
◎会場が前回と異なっております。ご注意のほどよろしくお願い申しあげます。

交通
JR京葉線「潮見駅」（東口）右手 徒歩１分
◎ご出席されます株主様専用の駐車場はご用意しておりませんので、公共交通機関をご利用ください
　ますようお願い申しあげます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図

ホテル櫂会
かいえ

ホテル
リブマックス

カトリック潮見教会

漣橋北 潮見駅南

J
R
潮見駅

Ｊ
Ｒ
京
葉
線

至 東京

至 新木場

マルエツ

東口

ファミリーマート

アパホテル＆リゾート
〈東京ベイ潮見〉
水晶の間

*株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。予めご了承くださいますようお願い申しあげます。


